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公教育・ナショナリズム・歴史意識
一社会科学と社会科教育の狭間で考える

，蔚艮倉成

FormalEducation,NationalismandtheConsciousnessｏｆＨｉｓｔｏｒｙ

ＴａｋａｒａＫｕｒａｓｈｉｇｅ

はじめに 1．公教育用教科書の基本的特徴

産業革命を先導したイギリスでよりも、正業化

において後発的な諸国で公教育の制度化がむしろ

熱心に追求された。その事実は、イギリス工業化

の自生的性格と､後発諸国工業化の人為的性格(し

ばしば「上からの……」という常套句とともに語

られる）とを対比させることを意図した歴史研究

が繰り返し語ってきた。また第２次大戦後につい

ても、多くの諸国で経済成長の加速局揃を可能に

した要因の１つが「ナショナルな人材」整備状況

であることについては、就学率や学歴達成率につ

いての国際比較統計にもとづく「人材」整備要因

を「成長会計分析」に組込んだ多くの実証研究が

ある（注１)。しかしながら本稿では、経済発展

構造の国際比較分析そのものを離れて、いわばそ

の上部構造要索であるイデオロギー特性について

考察する。

まず、経済的後発諸国で公教育の盤伽がより積

極的になる傾向をもつことが示唆している１論

点、すなわち制度化された公教育にはナショナリ

ズムが不可避的にまとわりついているという問題

に焦点を当てる。公教育とは、過去の記憶を共有

させるための制度装置であり、現在の自国につい

ての想像を共通化させる制度装置であり、そして

究極的にはナショナリズムを育成する制度装瞳で

ある、と解釈することによってその社会的位置づ

けが容易になると思われるからである。

つぎに、学校という場における社会科教育（と

くに歴史教育）と当該社会全般に定着する社会観

（とくに歴史観）との関連を取り上げ、ナショナ

リスティックな社会（歴史）観と社会科学的な社

会(歴史)観との落差について批判的に検討する。

小学校教科灘でもっとも目につく表現の１つと

して、「わたしたち」という語がある。「わたした

ち」とは、共感可能な範囲内に同時存在する複数

者であり、「わたし」もそこに含まれる。少年・

少女達が、まず身近に今現在いる同世代の間で、

共同性や協調性をともに体験しあるいは想像する

うえで、「わたしたち」という語は不可欠である

といってよい。中学校教科書でもＦわたしたち」

という表現は常用されており、その語の果たして

いる基本的機能は小学校教科書の場合と同様であ

ろう｡ただし､中学校教科書の場合には特定のキー

ワードの登場によって「わたしたち」の含意はよ

り昇華されたものとなる。つまり､｢日本」や「わ

が国」や「国民」や「消費者」という語が、「わ

たしたち」の語と共鳴するようなやり方で多用さ

れるのである。共感可能な範囲内に同時存在する

者についての想像が、直接見聞きしうる同世代者

に限定されることなく、よりナショナルな観念へ

と誘導されるのである。実際の教科轡に即して若

干検証しておこう。

中学校の社会科教科書は公民的分野と歴史的分

野と地理的分野とに対応して３分冊から成るが、

ここでは公民的分野と歴史的分野について６つの

出版社が発行した1992（平成４）年度版の教科書

を取り上げよう。それぞれ公民教科鶴および歴史

教科書と呼ぶことにする。そして、教科書の記述

における「わが国」と「日本」と「国民」という

３つの用語の使用頻度を比較するという手順をと

る（注２)。Ｇ社版の歴史教科書は本稿執筆段階

まで入手できなかったので、表１は未完成ではあ

るが、以下の考察に影響を及ぼすほどのものでは
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表１中学校教科書における特定用語の頻度比較

注）各社版とも1992（平成４）年度使用版。アルファベット１文字が表す出版社は以下のとおり。
Ｋ:教育出版、Ｍ日本書籍、Ｓ:澗水瀞院、Ｇ:学校図書、Ｃ:｢１１教出版、Ｏ:大阪書繍。

なかろう。

各社の公民教科響に共通の特徴として、法律・

政治問題を中心に扱う前半部と、社会・経済問題

を中心に扱う後半部とから構成されているという

点があげられる。国際関係の扱いが前半部にくる

か後半部にくるか、あるいは前半でも後半でもそ

れぞれの脈絡で取り扱う力､で多少のヴァリエー

ションはあるが、２部構成という基本に変わりは

ないといってよい。そこで、用語の使用頻度につ

いても前半と後半とに分けてカウントしてある。

他方の歴史教科書の場合、内容そのものが各社

版ともほぼ共通していて、人類進化の概説→旧石

器時代・新石器時代の解説→日本の縄文・弥生時

代の解説を経て､地中海的古代文明とアジア的(と

くに中国の）古代文明と日本の古代文明とがそれ

ぞれ紹介されたあと、日本における律令国家成立

から武家政治の成立・展開までがかなりの比重を

与えられて説明される｡そのつぎに話題は転じて、
欧米での「近代化」や植民地主義およびそれにと

もなう近代期の「世界情勢」の推移が概説され、

そのうえでそれら情勢をもたらしている諸力から

の日本への作用と日本側の反作用とが取り上げら

れ、大きな節目としての明治維新が位鬮づけられ

ることになる。その後は、一方では明治憲法体制

下の日本の特徴と、他方では欧米列強の帝国主義

の展開とが説明され、その両者の説明を合流させ

ることによって日本の侵略と戦争の特徴が浮き彫

りにされ、そして最後に、総括としての「現代日

本」の歴史的到達点を要約して教科書の全叙述が

閉じられる。よって大筋は、「自国史」と「世界

史」の２分法（注３）と「前近代」と「近代」の

２分法との合成であり、前近代では「つまみ食い

の世界史」（注４）を鏡にした日本史が、近代以

降は近現代「世界体制」のなかの「日本近代化」

過程が、それぞれ叙述の軸に選ばれている。画期

は明治維新であり、そこで表１でも明治維新を目

安にして、前半と後半とに分けて用語の使用頻度

をカウントした。

表１から明らかなように、膝史教科轡では圧倒

的に「日本」が用いられており、「わが国｣．とい

う表現は終盤に若干使用されているだけで、「国

民」の語もいわゆる「近代」や近代的制度の意義

について触れた箇所で散発的に出てくる程度であ

るから、公民教科書とは著しい対照をなす。なぜ

そうなっているのかについての１つの理由は、

｢近代国家｣が誕生する段階まではより柔軟な「日

本」という表現を使うしかないという事情にあろ

う。しかしもう１つの大きな理由として考えられ
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ろのは、侵略者側・加害者側としての立場にいた

という歴史的事実に関連した叙述において「わが

国」という表現を用いると、当該期のナショナリ

ズムと今、育成すべきナショナリズムとが融合し

かねないということである。ｆM在において育成す

べきナショナリズムは、戦前期のナショナリズム

とは一定ﾄﾞ;ｌｌｌＩｉ決別すべきものであるという一般的
了解がその根底にあるといってよい。

ちなみに、公教育がナショナリズム育成の制度

装憶であり、教科響がそのための紫材であるとす

れば、たとえばＡ園の公教育をBniilに移植してＡ

国教科灘の使用をＢ国にも強制することは、かっ

てｎ本が籾鮮や台湾で強行したことであるが、そ

れはナショナリズムの移植ないし押し付けを意味

する。それは教科書の内容以前の問題であり、い

かなる内容であれ、「日本ナショナリズム」育成

の制度装置が適用されたということ日体が植民地

主義的なのである。そのことは、かりに今日の日

木版教科響を他国の公教育で使用することを強要

する場合でも、まったく同様に植民地主義的であ

ることを意味する。公教育用の社会科教科書が、

もし純然たる社会科学的知の初歩的伝達轡である

ならば、よりすぐれた内容構成であるかぎり他国

での使用を奨励することも問題ないはずである

が、しかしそのような「社会科教科襟」はおそら

く存在しない。各国の公教育用教科番は他国での

使用を奨励できないし奨励すべきでないことをそ

の本質的特性とするといわねばならない。

表１に戻ると、公民教科書では「国民」という

表現の使用頻度は人権や主権などの項目が並んで

いる前半部に集中しているとはいえ、後半でも目

につく程度には出てくる。「国民」は、「わが国」

とも「日本」ともそれぞれ補完関係にあるといっ

てよい。ところが、戦前期の叙述をあまり必要と

していない公民教科書においては、「わが国」と

「日本」とは相互に代替的な表現であり、いずれ

を用いるかは執筆陣や編集者の判断に依存する。

実際､｢わが国｣という表現を多用するケース（４

社）と逆にほとんど用いていないケース（２社）

とがあることは、表１が鮮明に示している。「日

本」という表現は、「わが国」に比して、より柔

軟なカテゴリーであると同時にナショナルな事象

を相対化して把握することを可能にするが、しか

しその反面として、Ｇ社版公民教科書が試みてい

るように、叙述を簡明に整序するには論理的に類
型概念化せざるをえなくなる。ナショナリス

ティックな観念化で社会的事象を了解させるとい

う手法に亜点をおくか、それとも類型概念化に

よって了解させるという姿勢をより重視するか、

それは教科書作成上の難問なのであろう。

要するに、歴史教科書では、社会科学的な内容

や枠組みよりも、ナショナリズム育成上の志向の

差異がより問題であり、公民教科響ではナショナ

リスティックな観念化と社会科学的な類型概念化

との比亜をめぐる差異がより問題となる。そこに

は、判該社会全般における学術知とイデオロギー

との関連についての縮図があるといってよい。

｢歴史意識｣に焦点をおいてその問題を考えよう。

2．ナショナリズムと歴史意識

地球上で数多くの人間が繰り広げてきた諸種の

活動の痕跡は、文字によって記録され表現された

ものに限定してもほぼ無限にあり、それゆえ今日

の人々が確認し解釈することのできるいわゆる

「歴史的事実」は無限に存在するといってよい。

問題は、今日の人々とは誰のことか、どのような

仕方で解釈するか、歴史的事実のなかから何を選

択し、どのような意図でもって今日的メッセージ

として再榊成するか、ということにある。ここで

は大まかに、ナショナリスティックな歴史的関心

と社会科学上の歴史的関心との対比という側面か

ら、過去の人間活動の痕跡のなかから「歴史的に

意義あるもの」がいかにして選択されるか、とい

う点を考える。

南アフリカ共和医|の歴史教科醤においては、他

の白人主導的諸国では見直しが進み後景に退いて

きたいわゆる「白い歴史」が、アフリカ史を対象

にした歴史像として強固に残存・制度化されてい

たのに対して、新生国ガーナにおける歴史教科書

のアフリカ(とくにガーナ)史像は、いわゆる「黒

い歴史」として再構成が試みられた（注５)。そ

の両者の対比は対極的ともいえる例であるが、い

ずれも｢歴史的に意義あるもの」についてのナ

ショナリスティックな関心によって再構成された

歴史像であるといってよい。いずれと決別しいず
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れを採択するか、それはどのような勢力の決意が

当該国のナショナリズムの質を決定するうえで優

位を占めるかに依存する。現在の日本の歴史教科

書においても、よく指摘されるように、第２次大

戦・太平洋戦争・沖縄戦などにおいて「日本」に

加害賀任や災厄の賞任がある側面の叙述を回避す

る傾向が－部にあるとすれば、今日の公教育が育

成をねらっている「わが国」イメージを、加害者

期の「日本」から決別することをためらっている

勢力が一定の影縛力を保持しているということに

ほかならない。他民族や集団に対する加害責任を

有する「国」において、旧ナショナリズムとの決

別の是非や＃鞭や内容は、すぐれて微妙で危うい

テーマであり続ける。否定形でしか共有できない

国民的過去についての意識は、今日のナショナリ

ズムを不安定にする可能性をもつだろうからであ

る。

社会科学的脈絡をも絡ませると、以上の問題は

もっと複雑になる。たとえば帝国主義的列強のせ

めぎあいがあったこと、軍国主義的諸国象がその

国内外での権力行使で暴走したことなどは紛れの

ない歴史的事実といってよいが、しかしそのこと

は国際紛争の原因を狂暴な帝国主義的ないし軍国

主義的国家の出現に帰着させることを正当化する

ものではない。過去のナショナリズムと決別する

ために、その象徴（たとえばヒトラーや昭和天皇

など）を拒絶するメッセージを提示することと、

国際紛争の原因をそれらに帰属させうることとを

混同することはできない。法理体系上の賞任の所

在の確定と、社会科学上の因果関係の特定とを混

同することはできない。そのような混同は、今日

の国際紛争あるいは今後生起しうる国際紛争を分

析する目を奪ってしまうがゆえに、社会科学上は

回避さるべきものである。一定の価値判断とそれ

にもとづく明確な「決意」を必要とするナショナ

リズム育成上のイデオロギーとは異なり、「歴史」

に対する社会科学上の問題意識はナショナリズム

の拘束から自由であることを志向する。

社会科学上の関心のあり方の問題はしばらく糧

いといて、現在や過去や世界についての「想像」

がどのように形成されるかという問題に限って、

補足的に言及しよう。たとえば、１８世紀初頭のイ

ギリスの新聞に無人島生活を４年半経験して帰国

した人の体験談が掲戦されたが、ｉイギリス経済

の柵図』などの著作でも知られる当時の経済思想

家Ｄ・・デフオーが、その実話をもとに『ロビンソ

ン・クルーソーＪ１というフィクション小税を皀欝い

た。コロンブスの「発見」以降、かつて地111海に

向いていたヨーロッパ人の目が人lli沖へと1膳じて

いたが、デフォーのフィクション小説の磯場に

よって、さらにＪ－Ｊ・ルソーがその将「エミー

ル』の中で教育_ヒエミールに与えるに値する唯一

の書物として『ロビンソン・クルーソー』を瀞げ

たことにも支えられて（注６)、教育現場をも巻

き込んだ圖険・航海物語の普及を加速した。『ロ

ビンソン・クルーソー』のさまざまな改作群

（『15少年漂流記』や『ピーターパン』等）は、

今日にいたるまで数多く群生し《ロビンソン物語》

と総称されている(注７)｡《ロビンソン物語》が、

教育現場での教材用読本としてあるいは学校外で

の少年・少女向け啓蒙書として使用されている状

況において、大西洋の両岸をめぐる歴史のイメー

ジはどのようなものになるか｡それを考えるには、

そのような状況と対照的なものを引き合いにだす

必要がある。

インカ帝国やアステカ帝国という権力統治体制

下にあった地域では、コロンブス以後のスペイン

勢力の到来によって、征服・暴力・伝染病の猛威

に見舞われ、先住民文明の伝統的櫛造が破壊され

た（注８)。その後さまざまな構造再生の実践

（｢インディオの反乱｣）があったが、すべて挫折

し、民俗芸能《征服の踊り》という想像力に訴え

る様式のもとで征服後の歴史の一定の再解釈が行

なわれてきた（注９)。そのような《征服の踊り》

を見聞きする少年・少女と、各穂《ロビンソン物

語》を読む少年・少女とは、刻まれる歴史観ない

しイメージはかなり異なったものとなろう。

3．「歴史への関心」の諸相

「歴史的に意義あるもの」はいかにして選択ざ

れ歴史像として再構成されるか、かつてドイツで

展開されたある論争を参照しよう。古代史研究の

大家としての名を確立した歴史学者であるＥ・マ

イヤーと、社会学の古典的理論体系を整備したこ

とで有名なＭ・ウェーバーとの論争である。
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マイヤー論文は、ｉ歴史の統一単位を囚民に求

めること（は）……誤りで……政治的、文化的に

永続的結合を遂げていたあらゆる民族の方が、こ

の結合が聡史の発展の過程によって稗び解消され

るまで、歴史にとって－つのとけ難い統一1M位と

なる」とし、そのさい「我々の知っているもろも

ろの出来事の１１ｺで何が歴史的なのかという問題」

があり、様々な出来事のうちそれが「およぼした

もしくは今なおおよぼしている影響の故にのみ、

関心を呼び起こす」と論じた（注10)。総じて、

ある民族の今日の在り方を理解するために、「歴

史研究は影響から原因を推論することによって問

題を処理する」という特徴づけを行なった（注

11)。円熟した古代史研究者が、歴史認識とはど

ういうことかという理論的側面にあえて言及した

誠実な大論文であり、多くの有益な示唆に富む。

しかしながら、現在への影響を想定して遡及され

た歴史が、そうなるべく運命づけられた歴史とし

て、つまり現在をもたらす方向をもつべき先行事

象の系列として、目的論的に解釈される「歴史」

になりかねない問題についてはそれを相対化する

有効な視点を提示できなかった。

他方、ウェーバー論文の主張は、篭者なりに整

理すると､以下の３つのタイプの｢歴史への関心」

を識別することを強調するものであった（注

12)。第１のタイプの歴史への関心は「価値分析

としての意味解釈」で、それは対象を「対象それ

自体のために」｜価値」との諸関係において観察

し理解する。たとえば郷土の「英雄」に即した考

証を想起することもできようし、皇国史観に立脚

する者がr日本脅紀』の成立事情を理解する例や、

民主主義信奉者が『日本国憲法』の成立事情を理

解する例を想起してもよいし、さらにはマルクス

主義的学術知の少なからぬ部分にみられた『資本

論』解釈学のような例を想起してもよい｡第２に、

第１のタイプの関心の延長上に展開するより「専

門的」なものであり、それゆえまた通常の多数の

歴史研究が実践している「歴史への関心」といっ

てよいと思われるが、「個々の事実」を、それが

実在した具体的連関（時間的前後関係を中心とす

る）の個性的な構成部分としてはめ込むことで、

その個性的因果関係を明らかにしようとするもの

がある。それは「実在根拠」の究明のために必要

とされる「歴史への関心」である。マイヤー流に

いえば､ある事象が何故そのように実在したかを、

その事象に影響を及ぼしたそれ以前の諸事象に

遡って追求することであるといってよい｡第３は、

個々の事実をある普遍的「類型」を抽象するため

の例証とし、そのようにして把握された類型を個

別的諸事実を認識するための根拠にするために惹

起されるもので､｢認識根拠」の究明のために必要

とされる￣歴史への関心」である。

マイヤー論文は第１と第２のタイプの関心が実

際の歴史研究においてどのように処理されるかを

軸に議論を展開したが、ウェーバー論文の指摘し

た第３のタイプの「歴史への関心」については考

慮しなかった。それゆえ、ある価値づけられた文

化的構成要素から出発して因果解釈をし、「歴史

的に意義ある」諸原因を析出するという場合、当

該（民族）文化に不可欠な構成要素のみを析出す

ることが排他的正当性をもつかのような主張に

なっている。それゆえウェーバーが批判するよう

に、インカ帝国やアステカ帝国についての歴史的

関心はマイヤー的歴史観からは排除されてしま

う。しかしながら、インカやアステカは、現代の

ドイツ民族の在り方に影響を及ぼしてきた諸原因

の櫛成要素に関りがないとしても、たとえば貢納

制や土地制度についての類型把握と国際比較分析

にとってはその歴史に関心が注がれうるのであ

る。

普遍的類型を抽象するということはどういうこ

とか、インドネシアの事例の「歴史研究」からナ

ショナリズムについての普遍的概念を析出した政

治学者Ｂ・アンダーソンの議論を１例として取り

上げよう。それは、過去の記憶や現在イメージに

おけるナショナルな一体感を育成する制度装置で

ある公教育において、なにゆえ「想像さるべき国

民」が凶暴で略奪的であったことを伝達メッセー

ジから除外する傾向が生まれるかを考えるうえで

も大いに参考になる。通常、ナショナリズム育成

の核になるのは統治領域であり各種の規範の共有

領域であるから、ナショナリスティヅクな歴史の

関心は、多くの場合において統治権力の興亡とそ

のなかを貫く現在へと接続する直系的系図となり

やすい。たとえば歴史的時期区分において、中国

史研究では宋代・滑代などが、日本史研究では室
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殺について相対的視野のなかで捉え直す歴史研究

上の試みに端を発し、それが専門誌の枠を超えた

一般誌に歴史研究の専門家のエッセイ（ノルテ論

文）として褐iliiされた段階で、フランクフルト学

派の｢批判理論｣の継承者である哲学者ルハパー

マスによる痛烈な批判を呼び起こし、その波紋を

うけて展開された1980年代以降の論争のことであ

る。

その論争のやり取りをすべて考慮しながらここ

で論を展開するには、ナチズムの蛮行についての

筆者の知識は論争当事者たちの議論のレベルに比

して著しく希薄であり、また本稿の紙ｌｌｉｉの制約も

あるから、ここでは直接には「ノルテ論文」のみ

を取り_上げることにする（注15)。対外膨狼的強

権としてはナポレオン体制もあったし、全体主義

的体制のもとでの「根絶」の実行としては、前例

としてボルシェビズムの蛮行があったし、その後

今日に至るまで類似例は多い、以上がノルテ論文

の強調する第１の論点である。そのような類似現

象の提示によって、ナチズムをも含めた全体主義

的蛮行の比較分析の必要を一方で強調するのであ

る。それは一見すると、類型概念化による「認識

根拠」の究明のための歴史的関心にもとづく歴史

研究のようにみえる。ところが同じ論文のなか

で、「第３帝国は……たんなる構造比較ではなく、

歴史的一発生的に研究されねばならない」（注

16）という方向へ論点は転換させられる。それが

第２の論点であり、ナチズムの蛮行（結果）はボ

ルシェビズムの蛮行（原因）から派生した歴史的

事象であることが強調される。認識根拠の究明か

ら実在根拠の究明へと飛躍しているわけである

が、その間を架橋すべ〈持ち出された論拠＝第３

の論点がもう1つある。それは強引で雑ではある

が、Ｋ・ポランニーの名著『大転換』を想起させ

るような内容である。すなわち、産業革命と労働

力商品化によってもたらされた市場経済化の蔓延

に対して、「社会」はさまざまな形で防衛反応を

示すという趣旨のことが述べられ、ナチズムも他

の多くの事例とともに、そのような市場経済に対

する社会の側の防衛反応の１つの姿であることが

示唆されているのである。

一見すると社会科学的な視野を重視しようとし

ているようにみえる。しかし、たとえばフランス

町時代・江戸時代などが、メキシコ史研究では

ディアス期・カルデナス期などが用いられてきた

ことを想起すればよい。

しかしインドネシアの場合には、そのような核

にすべき母体としての統一的統治権力が過去に存

在しなかった。母体があるとすれば、それはオラ

ンダがイギリス等とのせめぎあいの国際政治力学

のなかで作り上げたモザイク的支配領域としての

「オランダ領東インド」である（注13)。植民地

支配の過程において成立したそのような領域をそ

のまま受け継いで、新興独立国民国家としてのイ

ンドネシアが出現した。それを事例としつつも、

アンダーソンが提起した論点は、インドネシア的

個性を離れたより普遍的なものである。その要点

は以下のようになる。国民とは、限られたものと

して想像され（つまり人頬全体ではありえな

い)、主梅的なものとして想像され（なぜなら旧

体制の転掴によって獲得された概念だから)、そ

して１つの共同体として想像される（水平的な同

志愛がイメージの核となる)。ナショナリズムの

台頭・浸透について、従来は他者への恐怖や憎悪

や人種主義が強調されてきたが、しかしナショナ

リズムの文化的産物としての詩・小説・音楽・造

形美術には同志愛が様々な形式によって表現され

ているのであり、植民地化された側の人々におい

てすら、帝国主義支配者に対して憎しみを抱く多

くの理由があるにもかかわらず、彼。彼女らのナ

ショナリズムの文化的表現においては憎しみの要

素は重要性をもたない（注14)。以上の「想像の

共同体」論は、個性を超えた普遍的類型の析出と

して、ウエーパー的にいえば「認識根拠」の究明

として、まことにみごとな歴史研究の成果の１つ

といってよい。

「想像の共同体」についての帰属意識や一体感

がより強固になる最大の条件は、おそらく過去の

記憶を共有することである。しかも善・美・寛容

が刻印されたときに「想像の共同体」はより強固

になるのであり、かつての侵略戦争やファシズム

についての記憶の整備が今日のナショナリズム育

成という課題と整合させることが困難で微妙であ

る問題の１つの理由はその点にあろう。そのこと

を、「ナチズムをめぐるドイツ歴史家論争」を参

照して考えよう。ナチズムのもとでのユダヤ人虐
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歴史学界で展開したｉアナール運動」にみられる

社会科学璽視と比較すると（注17)、ノルテ論文

には目的論的な側面があまりにも強く出ている。

結局ノルテの「歴史への関心」は、終始ナショナ

リスティックなのであって、邪例の比較検討は類

型概念化のためではなく、ナチズム下の蛮行の唯

一無比性を否定ないし相対化することにあると

いってよい。ｉ１７場経済化と社会との関連について

一見ポランニー的な雛論を展開しているが、しか

しながらポランニーの議論はナショナリスティッ

クな関心から展開されたものではないことをその

本質的特徴とする（注17)。ノルテの議論は、ポ

ランニーの関心・榊想・視角とはまったく異な

り、ナショナリスティヅクな関心のもとに、しか

も旧ナショナリズムとの決別を回避ないし軽減す

るための「国民」向けメッセージであるといわね

ばならない。類型概念化による「認識根拠」の究

明というアプローチとは無縁なのである。

もっとも、ナチズムやその蛮行を類型概念化の

もとに相対化する作業は、社会科学的には必要で

あり有効である。たとえば、心理学者Ｓ・ミルグ

ラムによってなされた衝撃的な実験結果のもつ豊

かな含意を想起すればよい（注19)。ただ、それ

は普遍的な認識根拠の究明として、社会科学的に

処理される場合に限定されよう。ナショナリス

ティックな関心のもとにＦ実在」の固有性を相対

化することは、「決別」への「国民的合意」の軟

化と結びつく。それゆえ、ナショナリスティック

な関心にもとづく相対化メッセージ(ノルテ論文）

を否定し論破するうえで必要なのは、社会科学で

はなく、ナショナリズムの在り方についての価値

判断である。ナチズムとの強い決別の意志があれ

ばよいのであり、そしてハバーマスの批判もこの

次元の問題として提起されたものであった（注

20)。

り、歴史像の図式化における混乱とも関連してい

るように思われる｡以下その点について論じよう。

古代～現代というのは、何よりもまず相対的な

時期区分として表象されたものであり、とりあえ

ずは時間幅の大まかな割り振りにすぎないから、

それぞれの画期は無概念的であり、それゆえやっ

かいな問題が発生する。１つは、それが世界史に

共通の時期区分かそれとも各個別史（国制史や文

化史や民族史や産業史など）ごとに独自に適用可

能な時期区分かという問題がある。第２は、「今

日」から過去を振り返って区分するわけだから、

「今日」が進行すればするほど相対区分そのもの

も流動的になるという問題がある。相対区分の始

点は権力統治体制を伴う階級社会の台頭あるいは

文字をもつ文明の台頭であり、時間的に確定しう

る不変の点でありうるが、しかし「今日」は、人

類文明が存続するかぎりたえず経過し続ける。そ

の問題はゴム紐を例にとると解りやすい。

ゴム紐の一方の端を始点(０点)、他方の端(Ｔ

点）は「今日」を表すとしよう。そして０～Ｔの

間に、それぞれ111NにＡ点とＢ点とＣ点という３つ

の印をつけ、Ｏ～Ａ区間を古代、Ａ～Ｂ区間を中

世、Ｂ～Ｃ区間を近代、Ｃ～Ｔ区間を現代と呼ぼ

う（図１の基準)。問題は、０点が固定されてい

るときに、Ｔ点が０点と逆方向にたえず引っ張ら

れていくとどうなるかということにある。純然た

る相対区分である場合は、Ｔ点の引き延ばしに対

応して、４つの区間それぞれも伸長するはずであ

る（図ｌのケース１)。たとえば、1990年時点で

「中世」とみなして議論していたことが、2990年

時点の議論では「古代」とみなされるかもしれな

い。

しかしながら、実際には固定点はもう１つ想定

されてきた。その画期を第１次世界大戦に求める

か、ロシア革命やワイマール革命に求めるか、そ

れとも世界大恐慌に求めるかのいずれであれ、Ｃ

点を確定した議論がなされてきた｡この場合には、

Ｔ点がいかに引き延ばされようと、Ｃ点が固定さ

れているのであるから、Ｏ～Ａ区間（古代期）も

Ａ～Ｂ区間（中世期）もＢ～Ｃ区間（近代期）も

固定的であることが保証される（図１のケース

２)。ところが、この場合には別の問題が発生す

る。もっぱらＣ～Ｔ区間すなわち「現代」のみが

4．窒息させられる類型概念

「歴史への関心」における社会科学上の類型概

念と、ナショナリスティックな了解観念とを対比

しつつ、またナショナリスティヅクな観念には価

値判断による選択や決意がより強く伴うことを考

察してきた。実際にはそれらは複雑に交錯してお
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時期区分の不確定性についての模式図
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たえず仰良することになるのである。長すぎる現

代あるいは無限に続く現代が不可避となり、「今

日」が進行すればするほど、現代という時代概念

はますます不確定的にならざるをえない。「今日」

から展望した相対区分にまつわるパラドックスと

いってよい。そのような難点は、プレモダンーモ

ダンーポストモダンという３局面イメージを持ち

出しても何ら解決しない。

ところで、０点とＣ点とが固定されていると途

中の３区間も固定的であるから、中世や近代は比

較的確定した識別規準のようにみえる｡ところが、

歴史研究の多くはナショナリスティックな歴史的

関心のもとになされるから、各国ごとに中世や近

代が描かれる場合が多い。それゆえたとえば、世

界史的に共通の時間幅としての中世におけるＸ国

的状況とＹ国的状況との対比ではなく、Ｘ国のみ

に即した時間幅としての中世（Ｘ国の中世）とＹ

国のみの時間幅としての中世(Ｙ国の中世)とが、

それぞれ独立に「中世」として歴史研究の対象に

なるかもしれない。なぜそうなったか、つまり世

界史上の相対的時期区分から乖離して各国ごとに

中世や近代を特定できるかのような歴史研究が一

般化したのはなぜか。ここで「類型」の問題が絡

んでくる。世界史の相対的時期区分のそれぞれに

照応する社会体制についての類型概念が存在する

のであり、多くの歴史研究はそれを踏襲している

のである。よって問題は、それら類型概念は妥当

なものであるか、概念としては妥当であるとして

も適用の仕方は正当であるか､ということになる。

世界史の相対的時期区分のそれぞれを象徴する

社会体制の型として、古代についてはギリシャ・

ローマ世界から、中世についてはゲルマン世界か

ら、近代については西欧世界から抽出して当ては

め、類型概念化したものが定着してきた。古代＝

奴隷制的社会、中世＝封建制的社会、近代＝ブル

ジョア的社会である。それは、もともとは相対的

時期区分のそれぞれの局面を象徴するケースの抽

出なのであろうが、各国ごとの継起的段階図式に

転用されると、Ｘ国の中世とＹ国の中世とは時期

的に大きく乖離したものとして描かれうるし、ま

た、ブルジョア革命を経験しなかったかあるいは

不十分にしか経験しなかったと判断される国は、

現実にはｒ今日」の時点であっても、「前近代的」

ないし「半封建的」であるとみなされることにな

りかねない。それは世界史の相対的時期区分の効

力をみごとにぶち壊しているのである。

社会体制についての類型概念を１国単位の継起

的段階図式に転用した例として､日本の学界では、

歴史学研究会の1949年度大会報告集『世界史の基

本法則』,がある（注21)。それは戦後歴史学の当

初の基本認識を象徴的に示していると思われる

が、それを相対化していくことがその後の歴史学

界における世界史像の模索過程であったといって

よい。歴史学研究会が編集発行する雑誌『歴史学

研究」は、しばしば世界史像を再検討する特集を

組んできたし、あるいはまた同研究会編集の全集

類も近年盛んに刊行されている。しかしながら、

相対化することは止揚することを意味しない。む
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しる基本的にはｒ歴史への関心」が変化したとい

うことであって、類型概念とその適用の在り方に

ついてi:ITU検討するという方向をめざすのは、たと

えば中村哲を中心とする研究者鰯が椚力的に展開
してきたが（注22)、しかし少数勢力にとどまっ

ているように思われる。

「世界経済」がますます注目されるようになる

につれ、貿易（物の流れ）と投資（資金の流れ）

と移民（人の流れ）の密度と広がりを国際比較と

長期史的視野で問題にする機会が増えてきたが、

どうやらそれが「膝史への関心」の焦点を大きく

シフトさせた。それは従来の歴史研究の多くが副

次的なものとして敬遠したテーマであり、それゆ

え従来の歴史認識の相対化のためには不可欠な焦

点のシフトではあろう。しかしながら、小エッセ

イを寄せ集めた「全集もの」では、世界史のなか

でいかに多様で個性的な社会の歴史が展開したか

を全員で示しているとはいえ、しかし従来の類型

概念を「認識根拠」として借用すべきか否かにつ

いては正面から論じられてはいない（注23几歴

・史教育者が作成する補足教材集ならばまだそれで

よいかもしれないが（注24)、しかし「歴史学研

究者」を結集したものとしては、歴史研究とそれ

が前提している類型基準との整合性を不問に付す

ことは不可解であるといわねばならない。何より

も、日本における国民的関心の所在が「近代化」

にあるときは近代化の度合と「前近代性」の由来

を詮索する歴史研究が蔓延し、国民的関心の所在

が国際経済関係や人間活動の一定部分のグローバ

ル化に移ると、歴史研究も「広域交流」や「大航

海時代」や「アジア圏」の過去の姿を描くことに

精を出すというのでは、それは歴史認識の再構築

とは程遠いといわねばならない。

たしかに、近年来オプティミスティックな自由

貿易論が蔓延しはじめている。論壇には「自由貿

易」や「開放」や「世界市場」などのキーワード

が踊っている。世界銀行やＯＥＣＤも、自由貿易

の意義を強調する研究報告や提言を出している

（注25)。そういう世情をもとにした歴史への関

心が、従来の歴史的関心とその焦点が異なること

は１つの必然なのかもしれない（注26)。とはい

え、自由貿易体制という国際環境のもとで対外開

放度の高い諸国で急速な経済発展が生起した、と

いうことはたしかに第２次大戦後の世界経済の事

実の－而であるが､しかしそれは第２次大戦後(よ

りiE砿には1950年代以降）という時代のもつ世界

史的特性なのであり（注27)、その事実を無視し
て現代を過去に投影した目的論的歴史研究は、現

代史についての歴史認識が希薄すぎはしないかと

疑わざるをえない。

これまでの多煎多様なＦ世界史」論の試みは、

同時にまた通史の試みでもあり、特定の時代の特

定事例に即した原因詮索的な通常の「歴史研究」

とは興画な探題なのかもしれないし（注28)、そ

れゆえllllljliL史」について論じることは、歴史研

究者の歴史研究の次元を超えているのかもしれな

い。しかしながら、それでも、先の類型概念との

関連はつねに1111われるべきであろう。「近代」期

の社会がブルジョア的であるとはかぎらないこ

と、「Ll1lltj期の社会が封建的であるとはかぎら

ないこと、それらのことを不問にしたままの単な

る歴史的関心のシフトは、社会科学との接点を失

うという点では旧態依然に止まり続ける（注

29)。

古代における多様な諸社会を特徴づけるさいの

比較の基準としてギリシャ・ローマ的社会を据え

たり、中世の多様な諸社会を特徴づけるさいの比

較の基準として農奴制と封建制とを兼備していた

社会を据えたりすることは、比較分析の常道であ

り正当な手法である。封建的社会やブルジョア的

社会という類型概念に社会科学上意味があるとす

れば、それらが比較の基準としての理念型である

からであり、一定の「認識根拠」を提供するから

である。封建的社会は「中世期の世界」に所在す

る各種社会体制を比較する基準であり、ブルジョ

ア的社会は「近代期の世界」に所在する各種社会

体制を比較する聴準である。「資本主羨」という

キーワードが社会経済分析に不可欠となる「近現

代」全般については、比較の基準としての類型概

念はもはや「ブルジョア的社会」ではなく、「資

本主義的社会の段階的類型」であるが、その問題

について言及する紙幅はもはやない（注30)。

いずれにしろ、歴史認識の根底にある類型概念

の意義と役割を突き詰めていけば、封建制の成立

を経験しなかった中世期の社会や、ブルジョア革

命を経験しない近代期の社会などの存在を認めた
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うえではじめて、封建的類型やブルジョア的類型しそれは類型概念として特定しうるような明快さ

は多様な諸社会の比較の基準となりうるのであや単調性をもたないであろうし、それを無理やり

り、また封建的類型からブルジョア的類型への移特定しようとすることは悪名高き「綴済決定論」

行過程の経験から析出される構造動態類型も参照に陥るであろう。

基準になりうる○それら類型概念は、あくまで比本稿が強調したいことは、近代化やr業化がナ

較の基準としての「認識根拠」であって、価値判ショナルなlilli値判断として強固であるときに、当

断を保留するかぎり、各社会の実在状態や移行週該国で定着する社会観や歴史観が世界史認識との

程の様相が正常であるか歪んでいるかを判定する整合性を喪失していくイデオロギー状況が存在す

価値審査規準や資格審査規準ではありえない。ろであろう、ということである。そして経済発展

たしかに、公教育では必ずしも価値判断は保留の進行によってそれが解消されるのではなく、ナ

できない。ナショナリズム育成の方向や志向の望ショナリスティックな関心のシフトに対応して、

ましい在り方を意識的に追求すべき課題を負う。新たなナショナル●イデオロギーに迎動する社会

「近代」についてのⅢ1i値判断を伴う意味解釈を与槻や歴史観に取って代わられる。ナショナリズム

え、ナショナリズム育成のための１つの主要な軸，育成の場である公教育において注入されているの

は､その是非の判断は別として､そのようなナショ

ナリスティックな知である。

にせねばならない。ナチズムも天皇制も、擁謹す

べき｢近代｣のH11念に反する側iiiをもつがゆえに、

ナショナリズム育成の構成要素から除外さるべき

ものとして位椴づけられる。そのような価値判断

自体は、社会科学の名において否定できるもので

はないし、ましてや郷楡することは許されないで

あろう。

しかしながら、歴史研究が社会科学的であるこ

とを志向するかぎりにおいては、ナショナリス

ティックな関心に留まることはできないはずであ

り、ナショナリズム育成は歴史教育に委ねればよ

いのである。「史（資）料批判はかくあるべし」

という規範のみを拠り所にすることで、社会科学

との接点を失っているかぎり、歴史学界における

歴史研究と歴史教育との混合状態とナショナリス

ティックな偏向に対しては、社会科学の名におい

て批判することが許されるし必要でもあろう。

注１）たとえば以下を参照。Esterlin，Ｒ，Ａ，

Ｗｈｙｌｓｎ'tWholeWorldDevelopod?，jbU7‐

ｎｃｚＪｑ／Ｚｏｏ几omicHUstory，Marchl981，

ｐｐｌ－１７．

および、WolH,Ｅ､Ｎ,＆Ｍ・Gittleman,The

RoleofEducationinProductivityConver‐

gence：DoesHigherEducationMatter?，ｉｎ

Ａ、Szirmai，ｅｔａＬ，（eds.），ＥＸｐｌａｍｉ几ｇ

Ｅｂｏ几omjcGrouﾉtんＥｓｓｑｙｓｉ〃Ｈｂ几ourＱ／

Ａ昭usMtzddjso几，North-Holand，１９９３，

ｐｐ､１４７－６７．

注２）その場合、原則として単独名詞として用い

られているものをカウントすることにし、日本

人や日本経済あるいは国民主権などの合成表現

となっている場合の日本や国民はカウントして

いない。「わが国」という用語がそういう合成

表現を作りにくいから、それとの使用頻度を比

較するために、単独で用いられるかぎりでの日

本や国民をカウントしている。ただし、日米や

日中というときは日本という語の使用例として

カウントし、また国民という場合は日本国民の

みを含意しているとはかぎらないより一般的な

用法もカウントしたので、「わが国」に比して

「日本｣と「国民」とが若干水増しされてしまっ

ていることは否めない。なお、「わが国民」（き

わめて少数例）はわが国としてカウントした

結語

本稿では、経済的後発国に特有の類型として把

握しうる歴史観、いわば「後発国型歴史観」なる

ものが存在すると主張しているわけではない。社

会観や歴史観におけるナショナリスティックな偏

向は、経済的後発性に固有の問題というわけでは

ないし、経済発展段階や状況にかかわりなくナ

ショナル・イデオロギーはいかなる「国」にも成

立する。経済的後発性は、ナショナル・イデオロ

ギーのあり方に影響するであろうとはいえ、しか

－７２－



高良：公教育・ナショナリズム・歴史意識

が、「わが[１本’（きわめて少数例）は分類不能

としてカウントせず、また「全国民」は国民と

してカウントしたが「諸国民」はカウントして

いない。またmiR本や東日本という表記も|引本

としてカウントしていない。ちなみに、以上の

作業はすべて原則として本文の叙述に限定し引

用文や脚注は対象外であるが、各教科齋に数多

く挿入されている囲み記述については本文に匹

敵する分:戯と内容をもつ場合にかぎりカウント

の対象とした。

注３）ロ国史と'11界史との２本立てでの構成は日

本を含む東アジア諸国の歴史教科響の特徴らし

い。中村輝１歴史教科書の国際比較｣、『日本史

研究』357号（1992年)、参照。

注４）松田涛男の表現である（同Ｊ・アジアの歴

史』岩波、1992年、１章)。正確には「切捨て

御免とつまみ食いの世界史」。

注５）Ferro,Ｍ､，ＣｂｍｍｅｎＺｏ几ｍｃｏｎ４ｅｌＬ'is‐

Coi7eau苑ｅ､/泣冗tscuZrauersZemo几dee几Zjer，

Payot,１９８１．大野一道訳『新しい世界史：全

世界で子供に歴史をどう語っているか｣新評論、

1985年、１，２章を参照。

注６）Rousseau，』.，ＥｍｊＺａｏｕｄｅｌ,Ebluca-

Ziolz,１７６２．平岡昇訳『エミール：または教育

について」河出書房新社、1972年、186ページ。

注７）Green，Ｍ､，７１heRo6mso几CrusoeSZo‐

Ｚｙ,PcnnsylvaniaStateUP､11990．岩尾龍

太郎訳『ロビンソン・クルーソー物語」みすず

書房、1993年。デフオーによる小説化の経緯に

ついては、増田義郎「収奪の海カリブ」岩波新

書、1989年参照。

注８）それらの状況描写として以下を参照。ｄｅ

ｌａｓＣａｓａｓ，Ｂ，BreUZsimRelacio几ｄｅＺｏＤｅ‐

ｓＵ｢LccjolzdelQslndfQs'１５５２．染田秀藤訳

『インディアスの破壊についての簡潔な報告』

岩波文庫、1976年。GalGEmo,ﾛ.ⅢＬａＳＵｅｍＪｓ

ａ６ｊｅ｢ＺＱｓｄｅＡｍｅｒｊｃａＬｑｔｉｍ,１９７１．大久保

光夫訳１.ラテンアメリカ500年：収奪された大

地』新評論、1986年。

注９）WachIe１，Ｎ.，Laujsjo几ｄｅｓｕａｍｃｕｓ，

EditionsGallimard，１９７１．小池祐二訳『敗

者の想像力：インディオのみた新世界征服』岩

波、1984年。

注10）MeyerE.，ZurTheorieundMethodi‐

kderGeschichto,１９０２．森岡弘通編訳「歴史

は科学か』みすず瞥房、1987年所収、４８，５１，
５３ページ。

注11）同上編訳轡、５６ページ

注12）Webor,Ｍ､，KritischeStudienaufdem

GebietderKulturwissenschalUichenLog-
ｉｋ,1906同-1:編訳書所収ｄ

注13）土屋健治「インドネシア国家の成立｣、「シ

リーズ世界史への問い(9泄界の構造化」岩波、

1991年、第７章所収。

注14）AndGrson，Ｂ､，ｍｍｇｍｅｄＣｂｍｍｕ几jtjeS，

Verso’1983．白石隆・さや訳『想像の共同体』

リブロポート、1987年。

注15）ここでノルテ論文とは、以下の２つのエッ

セイを指している｡｢歴史伝説と修ＩＦ羊義のはざ

ま？：1980年の視角から見た第３帝国｣、およ

び｢過ぎ去ろうとしない過去：書かれはしたが、

行なわれなかった講演｣。ともに、徳永恂ほか

編訳『過ぎ去ろうとしない過去：ナチズムとド

イツ歴史家論争』人文書院、1995年所収。

注16）同上編訳書、３１ページ。

注17）アナール運動の創始者による啓蒙的要約と

して、Febvrc,Ｌ､，Ｃｂｍ６“spom「!'んisCoi｢e，

ArmandColin,1953．長谷川輝夫訳『歴史の

ための闘い』創文社、1977年（平凡社版は1995

年）参照。また３世代におよぶ同運動の経緯を

論じたものとして、Burke,Ｐ.，、/jeFre几ch

HrsCorjcQJReuomtjo几ｆＴ１ｈｅＡ几ncLZesSbﾉbooZ

J929-89，PolityPress,１９９０．大凍真作訳

「フランス歴史学革命」岩波、1992年がある。

注18）Polanyi，Ｋ､，、ＢＧ瘤ｃｌｔ７サロ"S/brnza‐

Cjon,．Ｔ1/jePoZiEicaZamEbonomjcOrjgmsq／

Ｏ”TYme,BeaconPress,１９５７．吉沢英成ほ

か訳『大転換：市場社会の形成と崩壊』東洋経

済新報社、1975年。なお、ポランニーの議論の

意義についての筆者なりの理解は、拙稿「世界

貿易と世界システム」（本多健吉ほか『世界シ

ステムの現代的構造』日本評論社、1994年、第

１章所収）で示した。

注19）Milgram,Ｓ､，O6edZe"cetoAoLLZho｢i`yJ

A7zEX2Gperjme几、ＩＷＧ山，Harper＆ＲＯＷ，

１９７４．岸[H秀訳『服従の心理：アイヒマン実験Ｊ１
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河出書房新社、1980年。

注20）前掲徳永恂ほか編訳書所収のハバーマス論

文参照。

注21）歴史学研究会『世界史の基本法ＮＩＩ：歴史学

研究会1949年度大会報告』岩波、1949年。

注22）たとえば、中村哲『近代･世界史像の再柵

成：東アジアの視点から』青木轡店、1991年。

および同編『東アジア専制国家と社会・経済」

青木書店、1993年。

注23）たとえば、歴史学研究会編『南北アメリカ

の500年(2)近代化の分かれ道』青木譜店、１９９３

年｡同研究会編『識座世界史(1)世界史とは何かＪ１

東大出版会、1995年。

注24）歴史教育者Ｍｌ織会編『lOOlllllOO答'11界の雌

史』何lHAI:際新社、1990年。

注25）たとえば、ＯＥＣＤ,７物GBC"e/ＩｌＳｑ/１６，r“

？↑痢血defEbuslAsjαα'ｚｄＬａＺｉｎＡｍ２〃cα，

ＯＥＣＤ,１９９４．

注26）もっとも、国連やILOの報告轡はそれら

とはかなりトーンが違うことを考噸すれば、多

少は慎重にならざるをえないはずだが。たとえ

ば、ＩＬＯ，WorZdEhnpZQymelDt．・APzZLO

ReporC1995

注27）それらを長期史的なマクロ指標の検証で明

確にしたものとして、Maddison，八・，Ｑｙ－

ｍｍｊｃＦｏｒｃｅｓｉ〃CtZpiZaIistDeu⑧ZolDme"Ｚｆ

ＡＬｏ"ｇ－Ｒ匹几OomparmjDeVZeuﾉ，Ｏｘｆｏｒｄ

ＵＰ.，1991.および、Bairoch,Ｐ.,１妬o几ｏｍｊｃｓ

ｑ'LmWorJd1JZstoEyJjlm)′tAsQrLd１℃mdoxes，

UnivorsityofChicagoPress，1993．

注28）各種世界史論のサーベイについては、

ＶｏｇＬＪ.，ＷｅｇｅｚｕｍハistorjscheJz【ﾉ、【ﾉ”ｓｕｌｍ，

KohlhammerGmbll，1961．小雨謡四郎訳

『(新訂）世界史の課題：ランケからトイン

ビーまで」勁草書房、1976年。

注29）関述する問題提起として以下のものが参照

さるべきである。大谷瑞郎『歴史の論H1：〈封

建＞から近代へ」刀水瞥房、1986年。およびltjl

I戦後歴史学批､ﾄﾞI}：近代史認識の視座」文献{１１

版、1993年。また、Heers,』.,『I､ｈｅ'Foudal，

lBconomyandCapitalism：Words，Ｉｄｅａｓ

ａｎｄＲｅａｌｉｔｙ,ﾋﾞﾉｂｕｍａｌＱ/型mpearlljbo几omic

HUsZobﾉ,ＶＯＬ３，Ｎｏ．３，１９７４，ｐｐ､609-53．

注30）その問題については別の機会に論じた。拙

稿「資本主義の段階性をめぐる緒論点につい

て：宇野段階論の再検討を中心に｣、『琉球大学

教育学部紀要』第42集（1993年)。
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